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地方制度調査会設置法
昭和２７年８月１８日

法 律 第 ３ １ ０ 号

改正 昭和４７年６月２３日

法 律 第 ９ １ 号

昭和５３年５月２３日

法 律 第 ５ ５ 号

昭和５８年１２月２日

法 律 第 ８ ０ 号

平成１１年７月１６日

法 律 第 １ ０ ２ 号

「中央省庁等改革のため

の国の行政組織関係法律

の整備等に関する法律」

（目的）

この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般第１条

的な検討を加えることを目的とする。

（設置及び所掌事務）

内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従って地方制度に関する重要事項を調第２条

査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

（組織）

調査会は、委員３０人以内で組織する。第３条

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員２０人以内を置くことが

できる。

（会長及び副会長）

調査会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。第４条

２ 会長は、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。

（部会）

会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることがで第５条

きる。

２ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

３ 部会所属の委員は、会長が指名する。

（委員及び臨時委員）

委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の第６条

職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

２ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに

地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

４ 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

５ 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
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（雑則）

この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。第７条

附 則（抄）

１ この法律は、公布の日から施行する。

附 則（昭和４７年６月２３日法律第９１号）

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ この法律の施行の際現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和４８年１１月

１４日までとする。

附 則（昭和５３年５月２３日法律第５５号）（抄）

１ この法律は、公布の日から施行する。（ただし書略）

附 則（昭和５８年１２月２日法律第８０号）（抄）

１ この法律は、総務庁設置法（昭和５８年法律第７９号）の施行の日（昭和５９年７月

１日）から施行する。

附 則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）（抄）

（施行期日）

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３

０条の規定 公布の日

（委員等の任期に関する経過措置）

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会

長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、

委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了す

る。

五 地方制度調査会
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〔参 照〕

国家行政組織法
昭和２３年７月１０日

（抄）
法 律 第 １ ２ ０ 号

（行政機関の設置、廃止、所掌事務等）

（第１項略）第１条

２ 行政組織のため置かれる国の行政機関は、府、省、委員会及び庁とし、その設置及び

廃止は、別に法律の定めるところによる。

（第３項及び第４項略）

（審議会等）

第３条の各行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定第８条

めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等

の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くこ

とができる。
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地方制度調査会令
昭和２７年１１月２１日

政 令 第 ４ ６ １ 号

改正 昭和３５年６月３０日

政 令 第 １ ８ ５ 号

「自治庁設置法の一部を

改正する法律の施行に伴

う関係政令の整理に関す

る政令」

改正 平 成 １ ２ 年 ６ 月 ７ 日

政 令 第 ３ ０ ３ 号

「中央省庁等改革のため

の内閣関係政令等の整備

に関する政令」

（議事の手続）

地方制度調査会（以下「調査会」という。）の会議は、会長が招集する。第１条

２ 調査会の会議は、委員の３分の１以上が出席しなければ、開くことができない。

３ 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。

４ 前３項の規定は、部会の議事について準用する。

（幹事）

調査会に、幹事５０人以内を置く。第２条

２ 幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内

閣総理大臣が任命する。

３ 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

４ 幹事は、非常勤とする。

（資料の提出等の要求）

調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機第３条

関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

（庶務）

調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局自治政策第４条

課の協力を得て処理する。

（雑則）

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項第５条

は、会長が調査会に諮つて定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則（昭和３５年６月３０日政令第１８５号）

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日（昭和３５年７月１日）か

ら施行する。

附 則（平成１２年６月７日政令第３０３号）

第１条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成１３年１月６日）か

ら施行する。
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地方制度調査会会議規則
（昭和２７年１２月２７日決定）

（会議）

会議の日時及び場所は、会長が定める。第１条

会長は、会議の議長となり、議事を整理する。第２条

２ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が議長となる。

（発言）

発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。第３条

（意見聴取）

議長は、必要と認めるときは、関係各行政機関の職員、その他適当と認める者を第４条

会議に出席させて説明させ又は意見を開陳させることができる。

（会議の経過及び結果の発表）

会議の経過及び結果の発表は、議長が行う。第５条

（部会）

部会の議事については、第１条から第５条までの規定を準用する。第６条

２ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長の指名する委員がその職

務を代理する。

（議事録）

議事録は、幹事が作成する。第７条

（雑則）

この規則に規定のない事項は、会長が定める。第８条


